
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画 
 

社員が仕事と子育てを両立でき、社員全員が働きやすい環境を整備することにより、 

その能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。 

 

〈計画期間〉令和 3 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 

〈計画内容〉雇用環境の整備に関する事項 

 

（１） 妊娠中の社員と子育てを行う社員の就業生活と家庭生活の両立等を支援するための 

雇用環境の整備 

■労働者が子どもの看護のための休暇について、時間単位で取得できる等より利用しやすい 

制度の導入 

・時間単位での中抜け制度の導入 
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